
生駒市条例第４号 

生駒市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例をここに公布す 

る。 

平成１８年３月３１日 

生駒市長 山下 真 

生駒市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第１５条 

の規定により設置する生駒市障害程度区分認定審査会（以下「審査会」とい 

う｡)の委員の定数その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。 

（審査会の委員の定数） 

第２条 審査会の委員の定数は、４０人以内とする。 

（委任） 

第３条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規 

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関す 

る条例の一部改正） 

２ 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関す 

る条例（昭和３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正す 

る。

別表中 

「



介護認定審査会委員 日 額 １４，０００ 

介護認定審査会委員 日 額 １４，０００ 

障害程度区分認定審査会委員 日 額 １４，０００ 

改め、同表備考に次の１項を加える。 

３ 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会を同時に開いた場合におけ 

る介護認定審査会委員及び障害程度区分認定審査会委員の報酬の額は、そ 

れぞれ、この表に定める報酬の額の２分の１の額とする。 

」 

を 

「 

」 

に


